
議案第 ２ 号

沖縄県教育委員会職員服務規程等の一部を改正する訓令について

以下の理由により、沖縄県教育委員会職員服務規程等の一部を改正する訓令案

を別紙のとおり提出する。

令和５年２月９日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

働き方改革推進課及び教育ＤＸ推進室を設置することに伴い、関係する訓令の規

定を整理する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規定】

・沖縄県教育庁組織規則（昭和47年沖縄県教育委員会規則第１号）第３条



訓令案の概要の説明

部課名 教育庁総務課

１ 件名

沖縄県教育委員会職員服務規程等の一部を改正する訓令

２ 改正の経緯及び必要性

働き方改革推進課及び教育ＤＸ推進室を設置することに伴い、関係する訓令の規

定を整理する必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 次に掲げる訓令について、文書事務、服務、人事評価の手続き等に係る規定の

整理を行う。

ア 沖縄県教育委員会職員服務規程（昭和47年沖縄県教育委員会訓令第４号）

〈第１条〉

イ 教育庁等文書管理規程（昭和53年沖縄県教育委員会訓令第２号）〈第２条〉

ウ 健康管理審査委員会規程（昭和54年沖縄県教育委員会訓令第３号）〈第３

条〉

エ 沖縄県教育庁職員安全衛生管理規程（平成12年沖縄県教育委員会訓令第５

号）〈第４条〉

オ 沖縄県立学校職員安全衛生管理規程（平成12年沖縄県教育委員会訓令第６

号）〈第５条〉

カ 沖縄県教育庁等職員人事評価実施規程（平成28年沖縄県教育委員会訓令第３

号）〈第６条〉

⑵ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

５ 添付資料

新旧対照表



沖縄県教育委員会訓令第 号

沖縄県教育委員会職員服務規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会職員服務規程等の一部を改正する訓令

（沖縄県教育委員会職員服務規程の一部改正）

第１条 沖縄県教育委員会職員服務規程（昭和47年沖縄県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正

する。

第１条の２第２号中「特別支援教育室長」の次に「、教育ＤＸ推進室長」を加える。

（教育庁等文書管理規程の一部改正）

第２条 教育庁等文書管理規程（昭和53年沖縄県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

「
「 学 校 人 事 課 教 人

別表中 学 校 人 事 課 教 人 を に改める。
」 働き方改革推進課 教 働

」

（健康管理審査委員会規程の一部改正）

第３条 健康管理審査委員会規程（昭和54年沖縄県教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第２号中「学校人事課長」の次に「、働き方改革推進課長」を加える。

（沖縄県教育庁職員安全衛生管理規程の一部改正）

第４条 沖縄県教育庁職員安全衛生管理規程（平成12年沖縄県教育委員会訓令第５号）の一部を次のように

改正する。

第７条第２項中「学校人事課長」を「働き方改革推進課長」に改める。

第20条及び第24条中「学校人事課」を「働き方改革推進課」に改める。

（沖縄県立学校職員安全衛生管理規程の一部改正）

第５条 沖縄県立学校職員安全衛生管理規程（平成12年沖縄県教育委員会訓令第６号）の一部を次のように

改正する。

第７条第２項中「学校人事課長」を「働き方改革推進課長」に改める。

第23条中「学校人事課」を「働き方改革推進課」に改める。

（沖縄県教育庁等職員人事評価実施規程の一部改正）

第６条 沖縄県教育庁等職員人事評価実施規程（平成28年沖縄県教育委員会訓令第３号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１注３中「特別支援教育室長」の次に「、教育ＤＸ推進室長」を加える。

附 則

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。



新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）

沖
縄
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
４
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
別
に
定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委

員
会
」
と
い
う
。
）
の
所
管
に
属
す
る
一
般
職
の
職
員
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭

和
2
3
年
法
律
第
1
3
5
号
）
第
１
条
及
び
第
２
条
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
以
下
「
職
員
」
と
い

う
。
）
の
服
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
１
条
の
２

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
第
１
条
の
２

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
（
略
）

⑴
（
略
）

⑵
課
長
等

組
織
規
則
第
1
6
条
に
規
定
す
る
課
長
、
組
織
規
則
第
1
7
条
に
規
定
す
る
教
育
企
画

⑵
課
長
等

組
織
規
則
第
1
6
条
に
規
定
す
る
課
長
、
組
織
規
則
第
1
7
条
に
規
定
す
る
教
育
企
画

室
長
、
福
利
厚
生
監
、
技
術
調
整
監
、
県
立
学
校
人
事
管
理
監
、
小
中
学
校
人
事
管
理
監
、
特

室
長
、
福
利
厚
生
監
、
技
術
調
整
監
、
県
立
学
校
人
事
管
理
監
、
小
中
学
校
人
事
管
理
監
、
特

別
支
援
教
育
室
長
、
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
室
長
及
び
学
力
向
上
推
進
室
長
並
び
に
組
織
規
則
第
1
8
条

別
支
援
教
育
室
長

及
び
学
力
向
上
推
進
室
長
並
び
に
組
織
規
則
第
1
8
条

の
４
に
規
定
す
る
副
参
事
を
い
う
。

の
４
に
規
定
す
る
副
参
事
を
い
う
。

⑶
～
⑸

（
略
）

⑶
～
⑸

（
略
）

第
２
条
～
第
2
4
条

（
略
）

第
２
条
～
第
2
4
条

（
略
）

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

教
育
庁
等
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
5
3
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
２
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
目
的
）

（
目
的
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
沖
縄
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
4
7
年
沖
縄

県
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号
。
以
下
「
教
育
庁
組
織
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
沖

縄
県
教
育
庁
並
び
に
沖
縄
県
立
教
育
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
4
7
年
沖
縄
県
条
例
第
2
4
号
）
、
沖
縄

県
立
離
島
児
童
生
徒
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
2
7
年
沖
縄
県
条
例

第
5
1
号
）
及
び
沖
縄
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
3
0
年
沖
縄
県
条
例
第
5

7
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
教
育
機
関
（
以
下
「
学
校
を
除
く
教
育
機
関
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
事
務
の
適

切
か
つ
能
率
的
遂
行
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
記
号
及
び
番
号
）

（
記
号
及
び
番
号
）

第
1
3
条

（
略
）

第
1
3
条

文
書
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
号
及
び
番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
記
号
の
次
に
番
号
を
付
す
も
の
と
す
る
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶
一
般
文
書
及
び
通
達
の
記
号
は
、
別
表
に
定
め
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
番
号
は
、
文
書
管
理

シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
番
号
と
し
、
文
書
管
理
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
な
い
場
合
（
利
用
で
き
な
い
場
合
も
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
は
、
各
課
又
は
出
先
機
関
に
備
え
る
文
書
件
名
簿
（
第
３
号
様
式
又
は
第
３
号
様
式
の
２
）

に
よ
る
一
連
番
号
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
場
合
で
、
軽

易
な
文
書
に
つ
い
て
は
、
番
号
に
代
え
て
「
号
外
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑷
～
⑹

（
略
）

２
（
略
）

別
表
（
第
1
3
条
関
係
）

別
表
（
第
1
3
条
関
係
）

文
書
記
号

文
書
記
号

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



名
称

記
号

名
称

記
号

学
校

人
事

課
教

人
学

校
人

事
課

教
人

働
き

方
改

革
推

進
課

教
働

（
新
設
）

県
立

学
校

教
育

課
教

県
県

立
学

校
教

育
課

教
県

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）

健
康
管
理
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
5
4
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
目
的
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

沖
縄
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
健
康
の
適

否
を
判
定
し
、
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る
た
め
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
に
健
康
管
理
審
査
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
委
員
会
の
組
織
）

（
委
員
会
の
組
織
）

第
３
条

委
員
会
は
、
委
員
1
0
人
以
内
で
組
織
す
る
。

第
３
条

委
員
会
は
、
委
員
1
0
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
教
育
長
が
委
嘱
す
る
。

２
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
教
育
長
が
委
嘱
す
る
。

⑴
医
師

⑴
医
師

⑵
教
育
管
理
統
括
監
、
総
務
課
長
、
学
校
人
事
課
長
、
働
き
方
改
革
推
進
課
長
、
県
立
学
校
教

⑵
教
育
管
理
統
括
監
、
総
務
課
長
、
学
校
人
事
課
長

、
県
立
学
校
教

育
課
長
及
び
義
務
教
育
課
長

育
課
長
及
び
義
務
教
育
課
長

（
庶
務
）

第
８
条

（
略
）

第
８
条

委
員
会
及
び
部
会
の
庶
務
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
総
務
課
及
び
学
校
人
事
課
に
お
い
て
処
理

す
る
。

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
４
条
関
係
）

沖
縄
県
教
育
庁
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
4
7
年
法
律
第
5
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
4
7
年
政
令
第
3
1
8
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及

び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
関
係
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
）

（
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
）

第
７
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
補
佐
す
る
た
め
、
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
を
置
く
。

第
７
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
補
佐
す
る
た
め
、
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
を
置
く
。

２
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
働
き
方
改
革
推
進
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
学
校
人
事
課
長

の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
３

総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
っ
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

よ
っ
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
庶
務
）

（
庶
務
）

第
2
0
条

総
括
委
員
会
の
庶
務
は
、
働
き
方
改
革
推
進
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
2
0
条

総
括
委
員
会
の
庶
務
は
、
学
校
人
事
課

に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
2
4
条

第
1
6
条
か
ら
第
2
0
条
ま
で
の
規
定
は
、
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
第
2
4
条

第
1
6
条
か
ら
第
2
0
条
ま
で
の
規
定
は
、
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
「
総
括
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
委
員
会
」
と
、
「
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

て
「
総
括
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
委
員
会
」
と
、
「
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
」
と
あ
る
の
は

「
本
庁
に
お
い
て
は
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
、
出
先
機
関
に
お
い
て
は
所
属
長
」
と
、
「
働
き

「
本
庁
に
お
い
て
は
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
、
出
先
機
関
に
お
い
て
は
所
属
長
」
と
、
「
学
校

方
改
革
推
進
課
」
と
あ
る
の
は
「
本
庁
に
お
い
て
は
働
き
方
改
革
推
進
課
、
出
先
機
関
に
お
い
て

人
事
課

」
と
あ
る
の
は
「
本
庁
に
お
い
て
は
学
校
人
事
課

、
出
先
機
関
に
お
い
て

は
庶
務
担
当
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

は
庶
務
担
当
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
５
条
関
係
）

沖
縄
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
1
2
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
６
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
4
7
年
法
律
第
5
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
4
7
年
政
令
第
3
1
8
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
、

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
3
3
年
法
律
第
5
6
号
）
及
び
こ
れ
ら
に
基
づ
く
関
係
省
令
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
沖
縄
県
立
学
校
職
員
の
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形

成
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
）

（
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
）

第
７
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
補
佐
す
る
た
め
、
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
を
置
く
。

第
７
条

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
補
佐
す
る
た
め
、
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
を
置
く
。

２
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
働
き
方
改
革
推
進
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
学
校
人
事
課
長

の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
３

総
括
安
全
衛
生
副
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
っ
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

よ
っ
て
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
庶
務
）

（
庶
務
）

第
2
3
条

総
括
委
員
会
の
庶
務
は
、
働
き
方
改
革
推
進
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
2
3
条

総
括
委
員
会
の
庶
務
は
、
学
校
人
事
課

に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



新
旧
対
照
表
（
第
６
条
関
係
）

沖
縄
県
教
育
庁
等
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
平
成
2
8
年
沖
縄
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
３
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
目
的
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
訓
令
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
3
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
庁
並
び
に
沖
縄
県
立
教
育
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
4
7

年
沖
縄
県
条
例
第
2
4
号
）
、
沖
縄
県
立
離
島
児
童
生
徒
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
（
平
成
2
7
年
沖
縄
県
条
例
第
5
1
号
）
及
び
沖
縄
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
（
平
成
3
0
年
沖
縄
県
条
例
第
5
7
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
教
育
機
関
の
職

員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ

た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
勤
務
成
績
の
評
価
を
行
う
こ
と
（
以
下
「
人
事
評
価
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
、
人
事
評
価
を
人
事
管
理
の
基
礎
と
し
て
活
用
し
、
人
事
管
理
の
厳
正
か
つ
公
正
な
実
施
を

図
り
、
も
っ
て
職
員
の
人
材
育
成
及
び
組
織
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
３
条

人
事
評
価
は
、
別
表
第
１
の
実
施
権
者
の
欄
に
定
め
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
実
施
権
第
３
条

人
事
評
価
は
、
別
表
第
１
の
実
施
権
者
の
欄
に
定
め
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
実
施
権

者
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

者
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

１
次
評
価
者
、
２
次
評
価
者
及
び
実
施
権
者

１
次
評
価
者
、
２
次
評
価
者
及
び
実
施
権
者

組
織
区
分

被
評
価
者

１
次
評
価
者

２
次
評
価
者

実
施
権
者

組
織
区
分

被
評
価
者

１
次
評
価
者

２
次
評
価
者

実
施
権
者

教
育
長

教
育
長

本
庁

室
長
等

副
参
事

課
長

統
括
監

本
庁

室
長
等

副
参
事

課
長

統
括
監

班
長
級
の
職

班
長
級
の
職

主
査
級
以
下
の
職
（
こ
れ
に
相
班
長
又
は
室
長
課
長

教
育
管
理

主
査
級
以
下
の
職
（
こ
れ
に
相
班
長
又
は
室
長
課
長

教
育
管
理

当
す
る
職
を
含
む
。
）

等
統
括
監

当
す
る
職
を
含
む
。
）

等
統
括
監

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



注
１
～
注
２

（
略
）

注
１
～
注
２

（
略
）

注
３

室
長
等
と
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
組
織
規
則
第
1
7
条
に
規
定
す
る
教
育
企
画
室
長
、
福
利
厚

注
３

室
長
等
と
は
、
沖
縄
県
教
育
庁
組
織
規
則
第
1
7
条
に
規
定
す
る
教
育
企
画
室
長
、
福
利
厚

生
監
、
技
術
調
整
監
、
県
立
学
校
人
事
管
理
監
、
小
中
学
校
人
事
管
理
監
、
特
別
支
援
教
育

生
監
、
技
術
調
整
監
、
県
立
学
校
人
事
管
理
監
、
小
中
学
校
人
事
管
理
監
、
特
別
支
援
教
育

室
長
、
教
育
Ｄ
Ｘ
推
進
室
長
及
び
学
力
向
上
推
進
室
長
を
い
う
。

室
長

及
び
学
力
向
上
推
進
室
長
を
い
う
。

注
４
～
注
６

（
略
）

注
４
～
注
６

（
略
）

別
表
第
２
～
別
表
第
５

（
略
）

別
表
第
２
～
別
表
第
５

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
６
号
様
式

（
略
）

第
１
号
様
式
～
第
６
号
様
式

（
略
）

（
注
）

訓
令
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
の
対
照
箇
所
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
く
こ
と
。

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）


